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はじめに 

ファイナンシャル・プランニング技能検定、およびＣＦＰ資格審査試験では、下記のと

おり、試験日程ごとの法令基準日が設けられています。

法令基準日 

ファイナンシャル・プランニング

技能検定（１級・２級・３級）
ＣＦＰ資格審査試験

２０２１年 ９月試験 ２０２１年 ４月１日

２０２１年１１月試験 ２０２１年 ４月１日

２０２２年 １月試験 ２０２１年１０月１日

２０２２年 ５月試験 ２０２１年１０月１日

受験にあたって、法令基準日に基づいて学習をすることは、言うまでもありませんが、

試験問題においては、既に改正され法令が施行されたものであっても、その内容が適用開

始となる時点で出題される傾向も高くなっています。従いまして、このレジュメは、2021

年度税制改正だけでなく、今後適用開始となるものなどを含め、2021 年 4 月以降の受験に

必要な要点をまとめています。 

ぜひ、学習の再確認のために本レジュメを活用してください。皆さまが、学習の成果を

発揮され、試験合格されますようお祈りいたします。 
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一．令和２年税制改正のおさらい 

■個人所得課税 

１．金融・証券税制 

（１）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 

（ＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。 

①非課税累積投資契約に係る非課税措置（つみたてＮＩＳＡ）の勘定設定期間を

令和 24 年 12 月 31 日まで５年延長する。 

②現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置（一般ＮＩＳＡ）の勘定設

定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約（仮称）に係る非課税措置を

創設し、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置と選択して適用できるこ

ととする。 

令和３年４月１日前の交付申請により取得した非課税適用確認書について、所要の

経過措置を講ずる。 

（２）未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措（ジ

ュニアＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。 

①未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあわせ、

令和６年１月１日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等

及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができることとする。 

 

２．土地・住宅税制 

（１）低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設 

①個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利（以下「低

未利用土地等」という。）であることについての市区町村の長の確認がされた

もので、その年１月１日において所有期間が５年を超えるものの譲渡（その個

人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対してするもの及

びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が 500 万円を超

えるものを除く。）を土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行の日

又は令和２年７月１日のいずれか遅い日から令和４年 12 月 31 日までの間にし

た場合（譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村の長の確認がされ

た場合に限る。）には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得

の金額から100万円（当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、

当該長期譲渡所得の金額）を控除することができることとする。 
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②適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又はそ

の土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において上記①の

適用を受けている場合には、その低未利用土地等については上記①の適用がで

きないこととするほか、所要の措置を講ずる。 

（２）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特

例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（３）配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される

土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利（以下「配偶者敷地利用権」という。）

について、次の措置を講ずる。 

①配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価として支

払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶者居住

権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等（以下「居

住建物等」という。）についてその被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶

者居住権等割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅

等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。 

②相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用

権が消滅する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計

算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者

敷地利用権の取得費を控除した金額とする。 

（４）特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適

用期限を２年延長する。 

（５）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長

する。 

（６）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長する。 

（７）住宅の取得等をした家屋（以下「新規住宅」という。）をその居住の用に供

した個人が、その居住の用に供した日の属する年から３年目に該当する年中に

新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡（以下「従

前住宅等の譲渡」という。）をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡

につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等

を有する場合の所得税額の特別控除及び認定住宅の新築等をした場合の所得税

額の特別控除の適用を受けることができないこととする。 

①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

②居住用財産の譲渡所得の特別控除 
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③特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 

④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及

び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

上記の改正は、令和２年４月１日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適

用する。 

（８）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、

対象となる個人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を 500 人以下（現行：

1,000 人以下）に引き下げた上、その適用期限を２年延長する。 

 

３．その他 

（１）未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し 

①未婚のひとり親に対する税制上の措置 

イ 居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの（寡

婦又は寡夫である者を除く。）である場合には、その者のその年分の総所得金

額等から 35 万円を控除する。 

（イ）その者と生計を一にする子（総所得金額等の合計額が 48万円以下であるも

のに限る。）を有すること。 

（ロ）合計所得金額が 500 万円以下であること。 

（ハ）次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ａ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の

世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫そ

の他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。 

ｂ  その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票

に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容であ

る旨の記載がされていないこと。 

上記の改正は、令和２年分以後の所得税について適用する。なお、給与所得者につ

いては令和２年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を

講ずる。 

（２）寡婦（寡夫）控除の見直し 

①寡婦（寡夫）控除について、次の見直しを行う。 

イ 扶養親族その他その者と生計を一にする子（総所得金額等の合計額が 48万円

以下であるものに限る。）を有する寡婦の要件に、合計所得金額が 500 万円以

下であることを加える。 
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ロ 寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加える。 

（イ）その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同

一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未

届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。 

（ロ）その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住

民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の

内容である旨の記載がされていないこと。 

ハ 現行の寡婦控除の特例を廃止する。 

ニ その者と生計を一にする子（総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるもの

に限る。）を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を 35万円に引き

上げる。 

ホ その他所要の措置を講ずる。 

上記の改正は令和２年分以後の所得税について適用するほか、所要の経過措置を講

ずる。 

（３）確定拠出年金法等の改正を前提に次の措置を講ずる。 

①確定拠出年金制度等について次の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措

置を適用する。 

イ 確定拠出年金制度及び農業者年金制度の加入可能要件について、企業型確

定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度及び

農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とする。 

ロ 確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度及び農業者年金制度の受給開始

時期等の選択可能な範囲を拡大する。 

ハ 確定拠出年金法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度について、 

これらの制度が実施可能な事業主の範囲を拡大する。 

ニ 企業型確定拠出年金加入者について、企業型確定拠出年金の規約の定め な

しに個人型確定拠出年金制度への加入を可能とする。 

ホ 確定給付企業年金制度の終了時における同制度から個人型確定拠出年金制

度への年金資産の移換及び加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制度か

ら通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする。 
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（４）雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告について、次の見

直しを行う。 

①その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円以下で 

ある個人は、その年分の当該業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及

び必要経費に算入すべき金額を当該業務につきその年において収入した金額

及び支出した費用の額とすることができる特例（いわゆる「現金主義による

所得計算の特例」）の適用ができることとする。 

②その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円を超え

る個人は、現金預金取引等関係書類を起算日から５年間、その者の住所地又

は居所地に保存しなければならないこととする。 

③その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 1,000 万円を超

える個人が確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総収

入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなけれ

ばならないこととする。 

上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。 

（５）医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、次の措置を

講ずる。 

①現行の医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、次に掲げる

書類の添付ができることとする。 

イ 審査支払機関の医療費の額等を通知する書類（当該書類に記載すべき事項が

記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保す

るための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを

含む。） 

ロ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された

電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所

要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるもの 

②電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により確定申告を行う場合において、

次に掲げる書類の記載事項を入力して送信するときは、これらの書類の確定申

告書への添付に代えることができることとする。この場合において、税務署長

は、確定申告期限等から５年間、その送信に係る事項の確認のために必要があ

るときは、これらの書類を提示又は提出させることができることとする。 

イ  医療保険者の医療費の額等を通知する書類ロ 審査支払機関の医療費の額

等を通知する書類 
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上記の改正は、令和３年分以後の確定申告書を令和４年１月１日以後に提出する場

合について適用する。 

（６）寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、現行の特定寄

附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類の添付等に代えて、地方公共

団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者（以下「特定寄附仲介事業

者」という。）の特定寄附金の額等を証する書類（当該書類に記載すべき事項が

記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するた

めの所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを含む。以

下同じ。）の添付等ができることとする。 

上記の改正は、令和３年分以後の確定申告書を令和４年１月１日以後に提出する場

合について適用する。 

 

■資産課税 

１．所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応 

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、次の措置を

講ずる。 

（１）現に所有している者の申告の制度化 

市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として

登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有して

いる者（以下「現所有者」という。）に、当該市町村の条例で定めるところによ

り、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告

させることができることとする。 

上記の改正は、令和２年４月１日以後の条例の施行の日以後に現所有者であること

を知った者について適用する。 

（２）使用者を所有者とみなす制度の拡大 

①市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとな

らない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、

その者に固定資産税を課することができることとする。 

②①により使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合

には、その旨を当該使用者に通知するものとする。 

上記の改正は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

（３）住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等

に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年
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延長する。 

（４）特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減

措置の適用期限を２年延長する。 

（５）認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の

適用期限を２年延長する。 

（６）特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の

税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（７）マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登

録免許税の免税措置の適用期限を２年延長する。 

（８）新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２年延長する。 

（９）新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２年

延長する 

（10）耐震改修等を行った住宅に対して、次の措置を講ずる。 

①耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２年延

長する。 

②バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限

を２年延長する。 

③省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２年

延長する。 

（11）不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみな

す日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過した日に緩和する特例措置の適

用期限を２年延長する。 

（12）新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取

得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を２年延長す

る。 

（13）新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限

を２年延長する。 

（14）相続税・贈与税における次に掲げる届出書等について、貸借対照表・損益計算

書の添付を要しないこととする。 

①非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等 

②担保が保証人（法人）の保証である場合における延納申請書 

   ③非上場株式を物納する場合における物納申請書 

（15）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化 
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①居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直し

を行う。 

イ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高 

額特定資産に該当するもの（以下「居住用賃貸建物」という。）の課税仕入

れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。 

ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸

建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後３年を

経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの

用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け

及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日

の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。 

②住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合

であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供するこ

とが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。 

③高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限

する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこ

ととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置（以下「棚卸資産の調整

措置」という。）の適用を受けた場合を加える。 

④その他所要の措置を講ずる。 

上記①の改正は令和２年10月１日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合につ

いて、上記②の改正は同年４月１日以後に行われる貸付けについて、上記③の改正は

同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、それぞれ適用する。た

だし、上記①の改正は、同年３月 31 日までに締結した契約に基づき同年 10 月１日以

後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用しない。 
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■法人課税 

１．イノベーション強化に向けた取組み 

（１）オープンイノベーションに係る措置の創設 

青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの（以下「対象法人」とい

う。）が、令和２年４月１日から令和４年３月 31日までの間に特定株式を取得し、

かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、そ

の特定株式の取得価額の 25％以下の金額を特別勘定の金額として経理したとき

は、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入

できることとする。 

この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することと

なった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、

その特定株式の取得から５年を経過した場合は、この限りでない。 

（２）大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定を適

用できないこととする措置について、次の見直しを行う（所得税についても同様

とする。）。 

①その大企業の国内設備投資額が当期償却費総額の 10％を超えることとの要件に

ついて、当期償却費総額の 30％を超えることとする。 

②本措置の対象に、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又

は税額控除制度（仮称）の税額控除を加える。 

（３）給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度における国内設備

投資額が当期償却費総額の 90％以上であることとの要件について、当期償却費総

額の 95％以上であることとする（所得税についても同様とする。）。 

（４）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が 100 億円を

超える法人を除外した上その適用期限を２年延長する。 

（５）中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設 

中小企業者で対象法人に該当するものが、令和２年４月１日から令和４年３月 

31 日までの間に特定株式を取得した場合には、その取得価額の 25％の所得控除が

できる。 

ただし、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、

その特定株式の取得から５年を経過している場合を除き、その事由に応じた金額

を益金算入する。 
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（６）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長する。 

（７）地方拠点強化税制の見直し 

①地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控

除制度の適用期限を２年延長する（所得税についても同様とする。）。 

②地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度につい

て、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する（所得税についても同

様とする。）。 

イ 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」との要件を廃止する。 

ロ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額について、対象雇

用者数から有期雇用又はパートタイムである新規雇用者数を除外した上、雇用者

の増加割合にかかわらず、次の金額の合計額とする。 

（イ）30 万円（移転型事業にあっては、50 万円）に、地方事業所基準雇用者数の

うち無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数に達するまでの数を

乗じて計算した金額 

（ロ）20 万円（移転型事業にあっては、40 万円）に、地方事業所基準雇用者数か

ら新規雇用者総数（地方事業所基準雇用者数を超える部分を除  く。）を控除し

た数を乗じて計算した金額 

ハ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控除限度

額を、40 万円（現行：30 万円）に、地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算

した金額（特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には、30 万円（現行：

20 万円）に、その特定業務施設に係る地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算

した金額）に引き上げる。 

③地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のうち特定業務施設

の整備に関する要件について、既存施設におけるオフィス環境の整備（事務機

器の増設等）を特定業務施設の整備とみなす（所得税についても同様とする。）。 

（８）認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別

控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を５年延長する。 

①税額控除限度額を、支出した寄附金の額の合計額の 40％（現行：20％） から

その寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額

（その支出した寄附金の額の合計額の 10％を上限とする。）とする。 

②地域再生計画に記載されるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業について、 対

象事業に一定の補助金等による事業を加えた上、関係法令の改正を前提に、個
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別事業を認定する方式から包括的に事業を認定する方式に転換する認定手 続

の簡素化を行う。 

③認定地方公共団体の受領する寄附金がその寄附金に関連するまち・ひと・しご

と創生寄附活用事業費を上回った場合の適正化措置が講じられることを前提に、

認定地方公共団体がその事業を行う前にその認定地方公共団体に対して支出す

る寄附金を対象寄附金とする。 

（９）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った  

上、その適用期限を３年（過疎地域に係る措置及び危険密集市街地に係る措置

については、令和３年３月 31日まで）延長する。 

①既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から工場の立地が制限

されていなかった区域内にある建物又はその敷地の用に供されている土地等

を除外する。 

②都市機能誘導区域の外から内への買換えを適用対象から除外する。 

③防災再開発促進地区内における防災街区整備事業に関する都市計画に基づ   

き危険密集市街地内で行われる土地等の買換えについて、次の見直しを行う 

イ 建築基準法の改正に伴い、同法の耐火建築物又は準耐火建築物を建築す 

るために譲渡をされるものであることとする譲渡資産に係る要件における耐

火建築物又は準耐火建築物の範囲に耐火建築物又は準耐火建築物と同等以上

の延焼防止性能を有する建築物を加える。 

ロ 対象となる危険密集市街地について、その区域の不燃領域率が 40％未満であ

る区域に限定する。 

（９） 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置  

について、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、

不適用措置の適用期限を２年延長する。 

（10）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、 次

の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する（次の①の見直しを除き、

所得税についても同様とする。）。 

①対象法人から連結法人を除外する。 

②対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を 500 人以下（現行：

1,000 人以下）に引き下げる。 
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二．令和３年税制改正のポイント 

■個人所得課税 

１．住宅・土地税制 

（１）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置を講

ずる。 

① 住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取

得をした家屋を令和３年１月１日から令和４年12月 31日までの間にその者の

居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

及び当該控除の控除期間の３年間延長の特例を適用できることとする。 

（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費

税等の税率が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいう。 

イ 居住用家屋の新築 令和２年 10月１日から令和３年９月 30 日までの期間 

ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は

その者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和２年 12 月１日から令和３年

11 月 30 日までの期間 

② 上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が

取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋につい

ても適用できることとする。ただし、床面積が 40㎡以上 50㎡未満である住宅

の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特

別控除の特例は、その者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係

る合計所得金額が 1,000 万円を超える年については、適用しない。  

（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有す

る場合の所得税額の特別控除と同様とする。  

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する

場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借

入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例についても同

様の措置を講ずる。 

③ 要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場合の特例、年末調整に係る住

宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の

措置を講ずる。 
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（２）税務署長が納税者から提供された既存住宅等に係る不動産識別事項等を使用し

て、入手等をした当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等を満たすことの

確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の対象と

なる既存住宅等に含めることとする。  

（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に確定申告書を提出する場合について

適用する。  

（３）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる

（次の③の措置については、法人税についても同様とする。）。  

① 火災に対する安全性が不足するマンション及び外壁の剥落等により危害を生

ずるおそれのあるマンションが対象に追加されたマンション敷地売却事業を

実施する者に対する土地等の譲渡について、引き続き優良住宅地の造成等のた

めに土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象とする。 

② 上記①のマンション敷地売却事業に伴い交付された権利の消滅に対する補償

金について、引き続き移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入

の対象とする。 

③ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、敷地分割

事業が実施された場合においてその資産に係る敷地権利変換により除却敷地

持分等を取得したときを加える。 

④ 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、支払を受ける割引債の

償還金につき所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に、敷地分割組合を加

える。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

２．金融・証券税制 

（１）障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、次の措置を講ずる。 

① 次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、金融

機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を

行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、

当該書類の提出があったものとみなす。 

イ （特別）非課税貯蓄申込書 

ロ （特別）非課税貯蓄申告書  

ハ （特別）非課税貯蓄限度額変更申告書  

ニ （特別）非課税貯蓄に関する資格喪失届出書  

ホ （特別）非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の



令和３年度税制改正の概要～税制改正を紐解く～ 

 

 15

作成に係る申請書  

ヘ （特別）非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の

記載事項の変更届出書  

ト （特別）非課税貯蓄に関する異動申告書チ （特別）非課税貯蓄廃止申告書リ （特

別）非課税貯蓄者死亡届出書  

ヌ（特別）非課税貯蓄相続申込書  

② 金融機関の営業所等の長が非課税貯蓄申告書等の写しを作成し、当該書類の写

しを保存することに代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を

作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。     

③ その他所要の措置を講ずる。  

（２）次に掲げる書類の公社債等の利子等の支払をする者等に対する書面による提出

に代えて、公社債等の利子等の支払をする者等に対して当該書類に記載すべき事

項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、

当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。  

① 公社債等の利子等の非課税申告書  

② 国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書   

③ 金融機関が支払を受ける収益の分配に対する源泉徴収不適用に係る明細書  

④ 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を

受ける収益の分配に係る源泉徴収不適用申告書  

（３）同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主であ

る法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものを、総合課税

の対象とする。  

また、当該個人及びその親族等が支払を受けるその同族会社が発行した社債の

償還金についても、総合課税の対象とする。  

（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、法人との間に発行済株式等の

50％超の保有関係がある個人等をいう。  

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償

還金について適用する。住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除につい

て、次の特例措置を講ずる。 

（４）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 

（ＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。    

① 次に掲げる書類の書面による提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に

記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされている住所等確認書類の提
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示又は特定署名用電子証明書等の送信を不要とする。  

イ 金融商品取引業者等変更届出書 

ロ 非課税口座廃止届出書 

ハ 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 

ニ 非課税口座内上場株式等移管依頼書 

ホ 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 

ヘ 特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書 

ト 勘定の変更等に係る非課税口座異動届出書 

チ 非課税口座移管依頼書 

② 平成 29 年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を令和３年４月１

日において開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号を当該非

課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知していない

ものについて、令和３年分以後の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定する

ための手続を設ける。 

（５）未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

（ジュニアＮＩＳＡ）について、次に掲げる書類の書面による提出に代えて行う

電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされ

ている住所等確認書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を不要とする。  

① 未成年者口座廃止届出書  

② 未成年者口座内上場株式等移管依頼書  

③ 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書  

④ 未成年者口座移管依頼書  

（６）エンジェル税制（特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特

例、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社

が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）の適用対象となる沖縄振興特別措

置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を１年延長する。 

３．租税特別措置等 

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セルフメディケー

ション税制）について、次の措置を講じた上、その適用期限を５年延長する。  

（１）本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。  

① 所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講じた上、対象となるスイッチＯ

ＴＣ医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるも

のを除外する。  
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② スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般

用医薬品（スイッチＯＴＣ医薬品を除く。）で、療養の給付に要する費用の適正

化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程度）を対象に加える。  

（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定する。  

（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。  

（２）健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査等の健康の保持増進及び疾病の

予防への取組を行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書類」という。）

については、確定申告書への添付又は確定申告書の提出の際の提示を不要とする。

この場合において、税務署長は、確定申告期限等から５年間、当該取組関係書類

の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その

適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示又は提出をしなければならないこと

とする。 

（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品購入費の明細書には、その取組

に関する事項を記載しなければならない。  

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告書を令和４年１月１日以後に提

出する場合について適用する。 

 

４．その他 

（１）確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定拠出年金制度について次の見直し

等が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。  

① 確定給付企業年金制度の加入者の企業型確定拠出年金の拠出限度額（現行：月

額 2.75 万円）を、月額 5.5 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控

除した額とする。 

② 確定給付企業年金制度の加入者の個人型確定拠出年金の拠出限度額（現行：月

額 1.2 万円）を、月額 5.5 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企

業型確定拠出年金の掛金額を控除した額（月額２万円を上限）とする。 

（２）退職所得課税の適正化 

① その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が５年以

下である者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応するものとして

支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの（以下「短期

退職手当等」という。）に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等の

収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分につい

ては、退職所得の金額の計算上２分の１とする措置を適用しないこととする。 
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② 上記①の見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等が

ある場合の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方

法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項等について所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。 

（３）給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」という。）の支払を受け

る者が、給与等の支払をする者に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類の書面によ

る提出に代えて当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の

要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき税務署長の承認を不要とする

ほか、これに伴う所要の措置を講ずる。 

① 給与所得者の扶養控除等申告書 

② 従たる給与についての扶養控除等申告書 

③ 給与所得者の配偶者控除等申告書 

④ 給与所得者の基礎控除申告書  

⑤ 給与所得者の保険料控除申告書  

⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書  

⑦ 所得金額調整控除申告書  

⑧ 退職所得の受給に関する申告書  

⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書  

（注）上記の改正は、令和３年４月１日以後に提出する源泉徴収関係書類について適

用する。 
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■資産課税 

１．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等 

（１）直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につ 

いて、次の措置を講ずる。 

① 令和３年４月１日から同年12月 31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契

約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から

令和３年３月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。  

 （注）上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非

課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度

額からそれぞれ 500 万円を減じた額とする。  

② 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であ

る場合に限り、床面積要件の下限を 40 ㎡以上（現行：50 ㎡以上）に引き下げ

る。 

（注）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を

受けた場合の贈与税の非課税措置についても同様とする。  

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に

係る贈与税について適用する。  

（２）特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の

特例について、床面積要件の下限を 40 ㎡以上（現行：50 ㎡以上）に引き下げる。  

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に

係る贈与税について適用する。 

（３）税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を

使用して、入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を

満たすことの確認ができた住宅を、本措置の対象となる既存住宅用家屋等に含め

ることとする。  

（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税の申告書を提出する場合につい

て適用する。住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特

例措置を講ずる。 

２．教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

（１）直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。  

① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡し

た場合（その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。）
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には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者

が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。  

イ 23 歳未満である場合  

ロ 学校等に在学している場合  

ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合  

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を

いう（②において同じ。）。  

② 上記①により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者

の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続

税額を、相続税額の２割加算の対象とする。  

（注）上記①及び②の改正は、令和３年４月１日以後の信託等により取得する信託受

益権等について適用する。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与

税の非課税措置等 

③ 次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対し

て、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができるこ

ととする。 

イ 教育資金非課税申告書  

ロ 追加教育資金非課税申告書 

ハ 教育資金非課税取消申告書 

ニ 教育資金非課税廃止申告書  

ホ 教育資金管理契約に関する異動申告書  

（２）直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

について、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。  

① 贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与

者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続

税額を、相続税額の２割加算の対象とする。  

（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控

除した残額をいう。  

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託等により取得する信託受益権

等について適用する。  

② 受贈者の年齢要件の下限を 18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げる。  

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等により取得する信託受益権等

について適用する。 
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③ 次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対し

て、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができる

こととする。  

イ 結婚・子育て資金非課税申告書  

ロ 追加結婚・子育て資金非課税申告書 

ハ 結婚・子育て資金非課税取消申告書 

ニ 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 

ホ 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 

３．租税特別措置等 

（１）個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、適用

対象となる特定事業用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用に供されて

いた乗用自動車で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの（取

得価額 500 万円以下の部分に対応する部分に限る。）を加える。  

（２）非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、次に掲げる場合に

は、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でない

ときであっても、本制度の適用を受けることができることとする（①については、

一般制度についても同様とする。）。  

① 被相続人が 70 歳未満（現行：60 歳未満）で死亡した場合  

② 後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を

受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合 

（３）農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用に係る農地等を収用交換等

により譲渡した場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限を５年延長する。 

（４）土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の

適用期限を２年延長する。 

４．その他 

（１）特定障害者に対する贈与税の非課税措置について、次に掲げる申告書等の書面

による提出に代えて、受託者の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事

項等を電磁的方法により提供することができることとする。  

① 障害者非課税信託申告書 

② 障害者非課税信託取消申告書 

③ 障害者非課税信託廃止申告書 

④ 障害者非課税信託に関する異動申告書 
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■法人課税 

１．産業競争力の強化に係る措置  

（１）デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の事業適応

計画（仮称）について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令

和５年３月 31日までの間に、その事業適応計画に従って実施される産業競争力強化

法の事業適応（仮称）の用に供するためにソフトウエアの新設若しくは増設をし、

又はその事業適応を実施するために必要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資

産となるものに限る。）の支出をした場合には、次の措置を講ずる（所得税につい

ても同様とする。）。 

① 取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応設備の取得価額の 30％の特

別償却とその取得価額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、

５％）の税額控除との選択適用ができることとする。  

② 上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰延資産の額の３％（グループ外

の事業者とデータ連携をする場合には、５％）の税額控除との選択適用ができる

こととする。  

ただし、税額控除における控除税額は、カーボンニュートラルに向けた投資促進

税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の 20％を上限とす

る。  

（注１）上記の「事業適応設備」とは、事業適応計画に従って実施される事業適応

（生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受け

たものに限る。）の用に供するために新設又は増設をするソフトウエア並びにそ

のソフトウエア又はその事業適応を実施するために必要なソフトウエアととも

に事業適応の用に供する機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除く。  

（注２）上記の「グループ」とは、会社法上の親子会社関係にある会社によって構

成されるグループをいう。  

（注３）対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象と

なる金額は 300 億円を限度とする。  

（２）試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制）について、次の見直し

を行う（所得税についても同様とする。）。  

① 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。  

イ 税額控除率を次のとおり見直し、その下限を２％（現行：６％）に引き下げた

上、その上限を 14％（原則：10％）とする特例の適用期限を２年延長する。  
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（イ）増減試験研究費割合が 9.4％超  

10.145％＋（増減試験研究費割合－9.4％）×0.35  

（ロ）増減試験研究費割合が 9.4％以下  

10.145％－（9.4％－増減試験研究費割合）×0.175  

ロ 令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事業年度の

うち基準年度比売上金額減少割合が２％以上であり、かつ、試験研究費の額が基

準年度試験研究費の額を超える事業年度（研究開発を行う一定のベンチャー企業

の控除税額の上限の特例の適用を受ける事業年度を除く。）の控除税額の上限に

当期の法人税額の５％を上乗せする。  

（注１）上記の「基準年度比売上金額減少割合」とは、当期の売上金額が令和２年

２月１日前に 後に終了した事業年度の売上金額に満たない場合のその満た

ない部分の金額のその 後に終了した事業年度の売上金額に対する割合をい

う。  

（注２）上記の「基準年度試験研究費の額」とは、令和２年２月１日前に 後に終

了した事業年度の試験研究費の額をいう。  

ハ 試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合における税額控除率の特

例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を２年延長する。  

② 中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う。  

イ 令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事業年度のう

ち基準年度比売上金額減少割合が２％以上であり、かつ、試験研究費の額が基準

年度試験研究費の額を超える事業年度の控除税額の上限に当期の法人税額の５％

を上乗せする。  

ロ 増減試験研究費割合が８％を超える場合の特例を増減試験研究費割合が 9.4％

を超える場合に次のとおりとする特例に見直した上、その適用期限を２年延長する。  

（イ） 税額控除率（12％）に、増減試験研究費割合から 9.4％を控除した割合に

0.35 を乗じて計算した割合を加算する。  

（ロ）控除税額の上限に当期の法人税額の 10％を上乗せする。  

ハ 試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合における税額控除率の特

例及び試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合（上記ロの適用があ

る場合を除く。）における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を２年延長す

る。  

（注）税額控除率は、17％を上限とする（現行と同じ。）。  
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③ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。  

イ 対象となる特別試験研究費の額に、国立研究開発法人の外部化法人との共同研

究及び国立研究開発法人の外部化法人への委託研究に要する費用の額を加え、そ

の税額控除率を 25％とする。  

（注１）共同研究及び委託研究の範囲は、出資後10年以内に限定しないことを除き、

研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委

託研究と同様とする。  

（注２）関係法令の改正を前提に、国立大学、大学共同利用機関及び公立大学の外

部化法人との共同研究並びに国立大学、大学共同利用機関及び公立大学の外部

化法人への委託研究についても同様とする。  

ロ 特別試験研究費の対象となる特別研究機関等との共同研究及び特別研究機関等

への委託研究について、特別研究機関等の範囲に人文系の研究機関を加える。  

ハ その事業年度における特別試験研究費の額であることの共同研究の相手方の確

認について、第三者が作成した報告書等によって確認することが可能であること

を明確化する等の運用の改善を行う。  

ニ 特別試験研究費の対象となる大学等との共同研究及び大学等への委託研究につ

いて、契約上の試験研究費の総見込額が 50 万円を超えるものに限定する。  

（注）中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）及び農業協同組合等

については現行どおりとする。  

ホ 特別試験研究費の対象となる特定中小企業者等への委託研究について、次の要

件を満たすものに限定する。  

（イ） 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するも

のであること。  

（ロ） 委託に係る委任契約等（契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これ

に準ずるものに該当するものをいう。）において、その委託して行う試験研究の

目的とする成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するもの

とされていること。  

（３）給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度を見直し、青色申

告書を提出する法人が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開

始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合にお

いて、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合

が２％以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除

ができる制度とする。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額
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に対する増加割合が 20％以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額

の 20％の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額

の 20％を上限とする（所得税についても同様とする。）。  

（注１）設立事業年度は対象外とする。  

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、国内の事業所において新たに雇

用した雇用保険法の一般被保険者（支配関係がある法人から異動した者及び海

外から異動した者を除く。）に対してその雇用した日から１年以内に支給する

給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用者比較給与等支給額」とは、前期の

新規雇用者給与等支給額をいう。  

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、国内の事業所において

新たに雇用した者（支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した

者を除く。）に対してその雇用した日から１年以内に支給する給与等の支給額

をいう。ただし、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した

金額を上限とするとともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加し

た場合の税額控除制度の適用がある場合には、所要の調整を行う。  

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練費の額とする。  

（注５）給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受け

る金額」について、その範囲を明確化するとともに、新規雇用者給与等支給額

及び新規雇用者比較給与等支給額からは雇用調整助成金及びこれに類するも

のの額を控除しないこととする。  

（４）繰越欠損金の控除上限の特例の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の

施行の日から同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計

画（仮称）の認定を受けたもののうちその事業適応計画に従って同法の事業適応（仮

称）を実施するものの適用事業年度において特例対象欠損金額がある場合には、そ

の特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の金

額の 50％を超える部分については、累積投資残額に達するまでの金額に限る。）の

範囲内で損金算入できることとする。  

（注１）事業適応は、経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして一定の

基準に該当するものに限る。  

（注２）上記の「適用事業年度」とは、次のいずれにも該当する事業年度をいう。  

① 基準事業年度（特例対象欠損金額が生じた事業年度のうちその開始の日が も

早い事業年度後の事業年度で所得の金額が生じた 初の事業年度をいう。）開始
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の日以後５年以内に開始した事業年度であること。  

② 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。  

③ 令和８年４月１日以前に開始する事業年度であること。 

（注３）上記の「特例対象欠損金額」とは、令和２年４月１日から令和３年４月１

日までの期間内の日を含む事業年度（一定の場合には、令和２年２月１日か

ら同年３月 31 日までの間に終了する事業年度及びその翌事業年度）におい

て生じた青色欠損金額をいう。  

（注４）上記の「累積投資残額」とは、事業適応計画に従って行った投資の額から

既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の 50％を超えて損金算

入した欠損金額に相当する金額を控除した金額をいう。 

２．民間におけるデジタル化の促進  

（１） デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設（再掲）  

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の事業適応計

画（仮称）について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和５

年３月 31日までの間に、その事業適応計画に従って実施される産業競争力強化法の事

業適応（仮称）の用に供するためにソフトウエアの新設若しくは増設をし、又はその

事業適応を実施するために必要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となるも

のに限る。）の支出をした場合には、次の措置を講ずる（所得税についても同様とす

る。）。  

① 取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応設備の取得価額の 30％の

特別償却とその取得価額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする場合

には、５％）の税額控除との選択適用ができることとする。  

② 上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰延資産の額の３％（グループ

外の事業者とデータ連携をする場合には、５％）の税額控除との選択適用がで

きることとする。ただし、税額控除における控除税額は、カーボンニュートラ

ルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法

人税額の 20％を上限とする。  

（注１）上記の「事業適応設備」及び「グループ」は、上記１（１）（注１）及び

（注２）と同様とする。  

（注２）対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象と

なる金額は 300 億円を限度とする。  

（２）研究開発税制の対象となる試験研究費について、次の見直しを行う（所得税 

についても同様とする。）。  
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① 試験研究費のうち、研究開発費として損金経理をした金額で非試験研究用資産

の取得価額に含まれるものを加える。  

（注１）上記の「非試験研究用資産」とは、棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、

事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいう。  

（注２）上記に伴い、売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした

金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損を研究開発税制

の対象となる試験研究費から除外するとともに、取得価額に研究開発費として

損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産について研究開発税制と特

別償却等に関する制度との選択適用とする。  

② リバースエンジニアリング（新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新た

な応用を考案するために行う試験研究に該当しないもの）を除外する。  

③ 開発中の技術をその開発をする者において試行する場合において、その技術が

その者の業務改善に資するものであっても、その技術に係る試験研究が工学又

は自然科学に関する試験研究に該当するときは、その試験研究に要する費用は

研究開発税制の対象となること等、研究開発税制の対象となる試験研究費の範

囲について明確化する。 

３．中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用

期限を２年延長する（所得税についても同様とする。）。  

（１）適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対

する増加割合が 1.5％以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇

用者給与等支給額に対する増加割合が 1.5％以上であることとの要件に見直す。  

（２）税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比

較給与等支給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件を、雇用者給

与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5％以上であること

との要件に見直す。 

（注）給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける

金額」について、その範囲を明確化するとともに、次の見直しを行う。  

① 上記（１）及び（２）の要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれ

に類するものの額を控除しないこととする。  

② 税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支

給額を控除した金額は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し

て計算した金額を上限とする。 
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